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東彼杵町条例第２２号 

  

東彼杵町印鑑条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  

令和５年 ９月 ８日 

  

東彼杵町長 岡田 伊一郎
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東彼杵町印鑑条例（昭和４８年条例第２６号）新旧対照表 

改正後 改正前 

（印鑑登録証明の申請） （印鑑登録証明の申請） 

第１５条 （略） 第１５条 （略） 

２ 前項の申請は、印鑑登録証明交付申請書に登録証を添えてしなけれ

ばならない。ただし、登録者が自ら申請した場合であって、町長が第

４条第２項第１号の書類の提示を求めて、当該申請をした者が登録者

本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを

確認したとき、又は行政手続における特定の個人を識別するための番

号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号）第２条第７項に

規定する個人番号カード（以下この条において「個人番号カード」と

いう。）の交付を受けた印鑑登録者が自ら個人番号カードを添えて当

該申請を行う場合であって、当該個人番号カードに係る暗証番号（電

子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法

律（平成１４年法律第１５３号）第２条第５項に規定する利用者証明

利用者符号を利用するために用いる暗証番号をいう。次項について同

じ。）の確認を受けた場合は印鑑登録証の添付を省略することができ

る。 

２ 前項の申請は、印鑑登録証明交付申請書に登録証を添えてしなけれ

ばならない。ただし、                                           

                                                              

                                                              

                 行政手続における特定の個人を識別するための番

号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号）第２条第７項に

規定する個人番号カード（以下この条において「個人番号カード」と

いう。）の交付を受けた印鑑登録者が自ら個人番号カードを添えて当

該申請を行う場合であって、当該個人番号カードに係る暗証番号（電

子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法

律（平成１４年法律第１５３号）第２条第５項に規定する利用者証明

利用者符号を利用するために用いる暗証番号をいう。次項について同

じ。）の確認を受けた場合は印鑑登録証の添付を省略することができ

る。 

３ （略） ３ （略） 

 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 


